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秋田県産業労働部 企業業務課

１　秋田県委託業務共通仕様書の適用
　本業務の施行に当たっては、「秋田県委託業務共通仕様書(令和７年１０月１日以降適用)(秋田県)」を準用するものとする。

２　共通仕様書に対する特記事項
　共通仕様書に対する特記事項は、次のとおりとする。

第１章　総　　　則

第１節　業務目的
　本業務は、「令和７年度 杉沢発電所 水圧鉄管等調査（３Ｄスキャン）業務委託」の成果を踏まえ、水力発電所の隧道、水圧鉄管及び余水管における健全性評価業務の高度化及び自動化を実現し、施設の適切な健全性確保、ライフサイクルコストの低減及び点検周期の延伸を図ることを目的とする。
　
第２節　打合せ等
・打合せは、業務着手時、中間打合せ１回、業務完了時の計３回とする。
・打合せには、管理技術者（業務責任者）が立会うこと。

第３節　業務範囲
（１）対象発電所
	柴平発電所
	秋田県鹿角市花輪字柴内

	八幡平発電所
	秋田県鹿角市八幡平字熊沢



（２）対象施設
	
	柴平発電所
	八幡平発電所

	隧　道
	L=2,911m
	L=5,553m

	水圧鉄管
	L=538m Φ=0.7 ～0.9m ∠36°
	L=363m Φ=1.0～1.3m ∠36°

	余水管
	L=489m Φ=0.45～0.7m ∠36°
	L=402m Φ=0.7～1.0m ∠31°



　第４節　資料の貸与
（1） 貸与図書
	資　料　名
	資料の概要

	Ｈ23年度 23-DK-YF 　　　　　　　　　　　　
柴平発電所　水圧鉄管等調査業務委託 報告書
	水圧鉄管～余水管の変状調査と健全度評価
余水間9断面,鉄管14断面について管厚測定

	Ｈ29年度 29-DK-Y9 柴平発電所　水圧鉄管等調査業務委託 報告書
	水圧鉄管～余水管の変状調査と健全度評価
余水間9断面,鉄管14断面について管厚測定

	R5年度　05-DK-Y3　柴平発電所　水圧鉄管等健全度調査ほか業務委託 報告書
	水圧鉄管～余水管の変状調査と健全度評価
余水間13断面,鉄管13断面について管厚測定

	R7 年度 07-DK-Z2　杉沢発電所　水圧鉄管等調査(3Dスキャン)業務委託 報告書
	導水路～鉄管水路のスキャン作業およびデータ化

	R7 年度 07-DK-Y6杉沢発電所　水圧鉄管等調査業務委託 報告書
	取水口～放水路間の変状調査と健全度評価
鉄管１５断面について管厚測定

	H25年度　25-DK-Y9
八幡平発電所他　導水路健全度調査業務委託 報告書
	水圧鉄管～余水管の変状調査と健全度評価
余水間9断面,鉄管14断面について管厚測定

	H31年度　31-DK-Y5　　　　　　　
八幡平発電所他　水圧鉄管・余水間調査業務委託 報告書
	水圧鉄管～余水管の変状調査と健全度評価
余水間13断面,鉄管6断面について管厚測定

	R6年度　06-DK-Y2八幡平発電所　水圧鉄管調査設計業務委託 報告書
	水圧鉄管～余水管の変状調査と健全度評価
余水間13断面,鉄管13断面について管厚測定



（２）貸与資料
	柴平及び八幡平発電所
	水路一般平面図

	　　　〃
	水路一般縦断図

	　　　〃
	水路定規図

	　　　〃
	鉄管水路水圧管路縦断図



第５節　安全対策
・本業務の遂行に当たっては、関係法令を遵守し、現場作業の安全管理を徹底すること。
・水圧鉄管は急勾配であるため、転落・滑落防止対策を講じること。
・熊生息地域での業務となるため、熊被害防止対策を講ずること。

第６節　調査期間
・内面調査は鉄管内を抜水した状態で実施するため、調査期間が制限される。
・抜水期間は、次の日程を見込んでいる。
	柴平発電所
	令和8年10月5～16日

	八幡平発電所
	令和8年11月2〜11日


第７節　所管事務所への連絡調整
・発電所を管理している大館発電事務所職員と、立入方法や連絡体制等について協議すること。
・業務開始前と終了後に、大館発電事務所に連絡すること。
[bookmark: docs-internal-guid-d5336c8d-7fff-e2f5-2a]
第２章　業務内容

[bookmark: docs-internal-guid-7ac4228a-7fff-3c52-6e]第１節　業務内容
（１）計画・準備
　　・貸与資料や貸与図書、現地踏査など元に、業務計画を作成すること。
　　・熊被害防止のため、赤外線カメラ等による安全対策について検討すること。

（２）現地踏査
　　・現地踏査により、搬入経路、計測方法、安全対策などについて検討すること。
　　・現地踏査は、発注担当者の立会のもとで実施すること。

（３）スキャン前作業
　　・平坦部、傾斜部及び細径部における、最適なスキャニング方法を検討すること。
　　・台車・ロボットなどによる、スキャニングの自動化・高速化を検討すること。

（４）スキャニング
　　・全対象施設について、スキャニングすること。
　　・現地状況を充分に把握し、安全かつ効率的にスキャニングすること。
　① ３次元点群データ取得
　　・レーザースキャナーにより、３次元点群データを取得すること。
　　・レーザースキャナーの諸元は、次のとおりとする。
	角度精度
	１５秒以下

	３D位置精度
	１ｍｍ以下＠10m



　② 2Dカメラ画像取得
　　・３次元点群データの補完と評価精度向上のため、2Dカメラ画像を取得すること。
　　・高精度カメラにより、2Dカメラ画像の取得をすること。
　　・高精度カメラの諸元は、次のとおりとする。
	解像度
	2,000万画素以上

	使用センサー
	1/1.3インチ以上





（５）データ処理及び可視化
　① データ処理
　　・取得した点群データから、不要なノイズや異常値を除去処理すること。
　　・管状の点群データを、変状評価に適した2D平面形式へ変換すること。
・２D平面形式の変換は、次によること。
ⅰ）天頂部を中心に展開し、左右を上下に表示した一体型平面
ⅱ）天頂部を中心に分割し、左右別々に展開した平面
　　・データ処理は、可能な限り自動処理化すること。

　② 可視化
　　・基準面からの偏差を色分け表示し、変状状況を可視化すること。
　　・色分け表示は、次によること。
	種別
	色分け
	変状の表示方法

	健全
	緑
	

	剥離等
	赤
	浅い：薄い赤←→深い：濃い赤

	付着等
	青
	低い：薄い青←→高い：濃い青



　③ 閾値の設定
　　・閾値設定により、変状状況を段階的に可視化すること。
　　・閾値は、容易に設定変更可能にすること。

（６）変状状況の評価・検証
　① 変状状況の抽出
　　・抽出する変状状況は、はく離、せん掘、摩耗、欠損、湧水、ひび割れとする。
　　・AI等の技術により、変状状況を自動抽出するとともに精度向上を図ること。
　　・抽出した変状状況を、一覧表等で自動整理すること。

　② 変状の進行状況評価
　　・変状の進行状況について、客観的な数値データ等で評価できるようにすること。

（７）管理ソフト
　　・健全性の評価結果を閲覧する管理ソフトを開発すること。
　　・変状状況の可視化結果と2Dカメラ画像の切替機能を搭載すること。
　　・管理ソフトは、汎用のPCやタブレットで使用可能とすること。
　　・VR技術等の活用により、管理ソフトの拡張を図ること。

（８）報告書
　　・以上の業務結果を整理し、取りまとめること。

第３章　成果品

　第１節　成果物の提出
　（１）成果品の提出
	区　　分
	提 出 部 数

	事業計画書
	電子ファイル及び製本版１部

	健全性評価レポート
	電子ファイル及び製本版３部

	検証レポート
	電子ファイル及び製本版３部

	3Dスキャンデータ

	電子ファイル及び健全性評価結果の閲覧・管理ソフトで閲覧可能な電子ファイル

	管理・閲覧ソフト
	汎用PC等にインストール可能な形式の電子ファイル

	発注者が必要と認めたもの
	


　　
　　　　
（２）成果物の納入場所
　　・秋田県産業労働部　企業業務課
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